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（
翻
誇
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
擦
史
料
の
検
誼
l

『
大
唐
開
元
種
』
を
中
心
に

一
九
九
九
年
、
天
一
閣
（
福
山
、
江
省
寧
波
市
）
に
明
紗
本
『
天
聖
令
』
残
巻
が

所
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
戴
建
園
氏
が
明
ら
か
に
し
て
以
来
、
百
年
来
の
縫
績

的
課
題
で
あ
っ
た
唐
令
復
原
は
、
ふ
た
た
び
注
目
を
浴
び
る
研
究
テ
1
7
と
な

っ
た
。
こ
の
問
、
事
界
で
は
、
同
一
の
文
献
が
唐
令
復
原
史
料
と
し
て
い
か
な

る
債
値
を
も
つ
か
に
つ
い
て
異
な
る
剣
断
が
下
さ
れ
、
結
果
と
し
て
異
な
る
復

原
案
が
提
示
さ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
検
討
を
通
じ
て
唐
令
復
原
研
究
が
力
強

く
推
し
進
め
ら
れ
た
一
方
、
各
種
文
献
じ
た
い
の
特
徴
や
唐
宋
境
革
期
に
お
け

る
関
係
諸
制
度
の
凌
遷
・
繕
承
に
つ
い
て
、
息
子
界
に
再
考
を
促
す
こ
と
と
な
っ

た
。
本
稿
は
、
『
大
唐
開
元
種
』
（
以
下
、
『
開
元
種
』
と
略
稽
）
を
中
心
に
、

い
く
つ
か
の
候
文
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
、
『
天
聖
令
』
が
も
た
ら
し
た
新

知
見
を
手
が
か
り
に
、
『
開
元
種
』
を
用
い
て
唐
令
復
原
を
行
う
際
に
注
意
す

べ
き
問
題
黙
に
つ
い
て
議
論
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

『
開
元
種
』
の
テ
キ
ス
ト
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『
唐
令
拾
遺
』
（
仁
井
田
陸
著
、
東
方
文
化
事
院
東
京
研
究
所
、
一
九
三
三

年
）
・
『
唐
令
拾
遺
補
』
（
仁
井
田
陸
著
・
池
田
温
編
集
代
表
、
東
京
大
皐
出
版

舎
、
一
九
九
七
年
）
に
お
い
て
『
開
元
種
』
序
例
を
基
本
資
料
・
参
考
資
料
と

趨

晶

辻

正

博

語

し
て
大
量
の
唐
令
僚
文
が
復
原
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
開
元
種
』
が
唐
令

復
原
に
と
っ
て
重
要
な
債
値
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
『
開

元
種
』
の
テ
キ
ス
ト
は
一
種
の
み
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
故
あ
る
一
つ

の
テ
キ
ス
ト
の
み
に
依
捜
し
て
し
ま
う
と
、
唐
令
を
復
原
す
る
際
に
問
題
を
生

じ
る
こ
と
も
あ
り
得
る
。

事
界
で
通
常
使
用
さ
れ
る
テ
キ
ス
ト
は
、
光
緒
十
二
年
（
一
八
八
六
）
に
出

さ
れ
た
洪
氏
公
善
堂
校
刊
本
（
以
下
、
「
校
刊
本
」
と
略
稽
）
を
影
印
出
版
し

た
も
の
（
1
）
の
外
、
四
庫
全
書
の
文
淵
閣
本
お
よ
び
文
津
閣
本
（
以
下
、
そ
れ

ぞ
れ
「
文
淵
閣
本
」
、
「
文
津
閣
本
」
と
略
稽
）
が
あ
る
（
2
）
。
現
紋
で
は
、
各

地
に
散
在
す
る
異
な
る
テ
キ
ス
ト
（
3
）
を
見
て
『
開
元
種
』
の
テ
キ
ス
ト
の
源

流
を
整
理
し
、
系
統
的
な
比
較
校
勘
を
行
う
術
は
無
い
け
れ
ど
も
、
唐
令
を
復

原
す
る
際
に
は
、
入
手
可
能
な
各
種
テ
キ
ス
ト
を
可
能
な
限
り
集
め
て
校
勘
す

る
と
と
も
に
、
朱
紹
顕
撰
『
大
唐
開
元
穫
校
勘
記
』
（
4
）
を
参
照
し
、
テ
キ
ス
ト

に
よ
る
字
匂
の
誤
り
に
よ
っ
て
、
間
違
っ
た
剣
断
を
下
す
こ
と
を
避
け
ね
ば
な

ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
校
刊
本
『
開
元
檀
』
巻
二
、
序
例
、
大
駕
歯
簿
に
は
、

次
玉
轄
〈
青
質
玉
飾
、
駕
青
騎
六
、
祭
杷
、
納
后
則
乗
之
〉
、
：
：
：
次
乗

黄
令
一
人
、
丞
二
人
、
騎
分
左
右
、
検
校
玉
轄
等
。
次
金
特
〈
赤
質
金
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飾
、
駕
赤
騎
六
、
郷
射
還
、
飲
至
則
乗
之
〉
、
次
象
轄
〈
黄
質
、
以
象

飾
、
駕
黄
騒
六
、
行
道
則
乗
之
〉
、
衣
木
轄
〈
里
山
質
、
漆
之
。
駕
里
山
騎

六
、
回
猟
則
乗
之
〉
、
衣
革
路
〈
白
質
、
統
之
以
革
、
駕
白
踏
六
、
巡

狩
・
臨
兵
事
則
乗
之
〉
、
各
駕
士
三
十
二
人
。
（
5
）

と
あ
り
、
『
唐
令
拾
遺
補
』
は
こ
れ
に
依
嫁
し
て
「
歯
簿
令
」
一
丙
〔
関
七
〕

の
一
部
を
復
原
し
て
い
る
（
6
）
。
と
こ
ろ
が
、
『
開
元
種
』
所
載
の
五
轄
の
順
序

（
青
・
赤
・
黄
・
黒
・
白
）
は
、
五
行
相
生
説
の
順
序
、
す
な
わ
ち
、
車
円

（
木
）
・
赤
（
火
）
・
黄
（
土
）
・
白
（
金
）
・
黒
（
水
）
と
少
し
く
異
な
っ
て
い

る
。
『
太
卒
御
臨
克
』
巻
七
七
四
、
車
部
三
、
絡
に
「
歯
簿
令
目
、
玉
幣
、
駕
六

馬
、
：
・
：
次
金
斡
・
象
轄
・
革
轄
・
木
轄
」
（
7
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
唐
代
の
大

駕
歯
簿
の
順
序
は
、
五
行
相
生
設
の
順
序
を
改
出
愛
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。

文
淵
閣
本
と
『
通
典
』
に
つ
い
て
確
か
め
た
と
こ
ろ
、
玉
轄
・
金
轄
・
象

轄
・
革
轄
の
み
が
見
え
、
上
引
の
校
刊
本
に
あ
る
「
木
轄
」
の
語
と
そ
の
注
は

無
か
っ
た
（
8
）
。
ま
た
文
津
閣
本
で
は
、
「
革
斡
」
と
そ
の
註
の
後
を
「
衣
木
轄

（
関
）
」
に
作
る
が
（
9
）
、
『
校
勘
記
』
巻
二
は
「
次
木
轄
」
の
項
に
「
次
木
斡

弁
注
黒
質
以
下
十
三
字
、
遁
典
・
漸
本
皆
脱
」
と
記
す
。
今
と
な
っ
て
は
、

『
開
元
雄
』
編
纂
完
成
時
、
こ
の
箇
所
に
闘
文
が
存
し
た
か
否
か
を
確
定
す
る

術
は
無
い
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
、
杜
佑
が
『
遁
典
』
の
「
開
元
種
纂
類
」

を
撰
述
し
た
嘗
時
に
参
照
し
た
『
開
元
種
』
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
「
木
斡
」

の
語
と
そ
の
注
文
を
す
で
に
敏
い
て
い
た
と
推
測
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ

う
。
そ
し
て
、
こ
の
敏
落
し
た
テ
キ
ス
ト
が
清
代
に
ま
で
停
わ
り
、
四
庫
金
書

の
二
つ
の
紗
本
は
こ
れ
に
つ
い
て
異
な
る
慮
理
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
文
淵

閣
本
は
元
の
ま
ま
と
し
、
文
津
閣
本
は
紋
落
が
あ
る
こ
と
を
示
す
方
法
を
取
っ

た
の
で
あ
る
。
校
刊
本
に
至
っ
て
は
、
被
落
部
分
を
補
い
な
が
ら
も
、
「
木
轄
」

の
語
を
間
違
っ
た
位
置
に
指
入
し
て
い
る
。

『
唐
六
血
〈
』
巻
一
七
、
太
僕
寺
、
乗
黄
令
の
保
に
は
、

凡
乗
輿
五
轄
、
一
目
玉
轄
、
：
：
：
二
日
金
轄
、
：
：
：
一
二
日
象
轄
、
：
：
：
四

日
革
轄
、
：
：
：
五
日
木
轄
、
田
狐
則
乗
之
〈
：
：
：
木
轄
黒
質
、
漆
之
、
駕

六
黒
瀦
也
。
：
：
：
〉
。
（
叩
）

と
あ
り
、
字
句
は
『
開
元
種
』
と
基
本
的
に
同
じ
で
あ
る
。
『
太
卒
御
寛
』
所

引
の
「
歯
簿
令
」
節
略
文
と
結
び
つ
け
、
『
唐
令
拾
遺
補
』
歯
簿
令
、
一
丙

〔
開
七
〕
の
候
文
は
、
「
衣
革
轄
〈
白
質
、
税
之
以
革
、
駕
白
騎
六
、
巡
狩
・

臨
兵
事
則
乗
之
〉
、
次
木
轄
〈
黒
質
、
漆
之
。
駕
黒
聴
六
、
問
機
則
乗
之
〉
、
各

駕
士
三
十
二
人
」
と
整
理
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
開
元
稽
』
所
載
制
度
の
年
代

テ
キ
ス
ト
の
遠
い
に
起
因
す
る
文
字
の
誤
り
や
省
略
を
排
除
し
た
の
ち
は
、

『
開
元
雄
』
と
そ
の
他
の
文
献
と
の
聞
で
テ
キ
ス
ト
の
比
較
検
討
を
行
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
『
開
元
種
』
と
『
唐
六
典
』
は
い
ず
れ
も
、
唐
令
復
原
に
際
し
て

依
擦
す
べ
き
最
も
重
要
な
基
本
文
献
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
同
一
の
事
項
に
つ
い

て
の
記
載
に
細
か
な
差
異
は
数
多
く
存
在
す
る
。
理
由
の
一
つ
と
し
て
考
え
ら

れ
る
こ
と
は
、
『
開
元
雄
』
と
『
唐
六
典
』
と
は
成
立
時
期
が
相
前
後
し
て
お

り
、
所
載
の
制
度
に
は
年
代
の
異
な
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
奮
唐
書
』
巻
二
一
、
稽
儀
一
の
記
述
か
ら
、
『
開
元
雄
』
の
編
纂
は
開
元

十
四
年
（
七
二
六
）
に
始
ま
り
開
元
二
十
年
（
七
三
一
一
）
に
終
わ
っ
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
（
日
）
。
こ
の
時
成
立
し
た
『
開
元
稽
』
が
関
連
す
る
法
令
保
文
を
参

酌
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
関
元
七
年
（
七
一
九
）
の
法
令
に
徴
し
た
は
ず
で

あ
り
、
他
に
詮
擦
が
無
け
れ
ば
、
『
開
元
槽
』
を
基
礎
資
料
と
し
て
復
原
さ
れ

た
唐
令
は
「
開
元
七
年
令
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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し
か
し
、
江
川
式
部
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
開
元
二
十
年
四
月
二
十
四
日

に
護
布
さ
れ
た
「
許
士
庶
寒
食
上
墓
詔
」
の
寒
食
上
墓
に
関
す
る
保
文
が
『
開

元
雄
』
に
編
入
さ
れ
て
い
る
（
日
。
臭
麗
娯
氏
は
更
に
関
連
史
料
に
検
謹
を
加

え
、
『
関
元
種
』
が
開
元
七
年
か
ら
開
元
二
十
年
ま
で
の
新
制
を
数
多
く
吸
牧

し
て
い
る
こ
と
を
論
議
し
た
（
目
。
こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
開
元
七
年
以
降
に

下
さ
れ
た
制
救
も
穫
に
編
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
り
、
『
開
元

種
』
に
依
捺
し
て
復
原
さ
れ
た
唐
令
を
、
国
早
純
に
「
開
元
七
年
令
」
と
決
め
て

か
か
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
直
ち
に
、
開
元
七
年

以
降
の
新
制
を
穂
現
し
た
『
開
元
雄
』
の
記
述
を
「
関
元
二
十
五
年
令
」
と
剣

定
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

こ
れ
に
関
連
し
て
、
近
年
、
中
村
裕
一
氏
は
『
唐
六
典
』
所
載
の
開
元
七
年

以
後
の
制
度
の
餐
化
を
列
奉
し
、
そ
こ
か
ら
、
仁
井
田
陸
氏
以
来
皐
界
で
定
説

と
さ
れ
て
き
た
、
『
唐
六
典
』
所
載
の
制
度
は
「
関
元
七
年
令
」
で
あ
る
と
い

う
見
方
に
反
駁
を
加
え
、
『
唐
六
典
』
所
引
の
唐
令
を
「
開
元
二
十
五
年
令
」

で
あ
る
こ
と
を
論
誼
し
よ
う
と
試
み
た
（
日
。
言
い
換
え
れ
ば
、
も
し
こ
の
議

論
が
成
立
す
れ
ば
、
そ
の
他
の
開
元
七
年
以
前
の
資
料
を
擦
り
ど
こ
ろ
と
し
な

い
限
り
、
『
唐
六
典
』
に
依
捺
し
て
復
原
し
た
唐
令
は
「
開
元
二
十
五
年
令
」

と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
以
前
に
こ
う
し
た
制
度

的
愛
化
に
注
目
し
た
事
者
が
い
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
池

田
温
氏
は
、
『
唐
六
血
〈
』
が
開
元
七
年
以
降
の
制
度
境
更
を
含
む
こ
と
は
、
そ

れ
が
「
開
元
二
十
五
年
令
」
に
基
づ
い
て
編
纂
さ
れ
た
こ
と
の
根
擦
と
は
な
り

得
ず
、
『
唐
六
血
ハ
』
は
「
開
元
七
年
令
」
を
基
本
と
し
な
が
ら
も
随
所
に
そ
れ

以
後
の
新
制
度
を
描
入
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
確
に
指
摘
し
て
い

る
百
三
こ
れ
ら
に
基
づ
き
、
榎
本
淳
一
氏
は
、
中
村
氏
と
池
田
氏
の
見
解
の

相
違
は
「
令
文
の
修
正
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
た
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

（
翻
誇
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
擦
史
料
の
検
諮
（
辻
）

の
理
解
の
遣
い
に
根
ざ
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
中
略
）
雨
者
の
見
解

の
正
否
を
剣
断
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
唐
代
史
料
に
頻
出
す
る
「
著
令
」
（
「
著

之
於
令
」
と
い
う
表
記
も
存
在
す
る
）
と
い
う
用
語
に
着
目
し
た
い
。
（
中
略
）

全
て
の
法
令
に
「
著
令
」
文
言
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
令
文
の
改
正
は
そ

の
都
度
行
わ
れ
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
従
っ
て
、
『
大
唐
六
典
』
に

開
元
七
年
令
以
後
の
規
定
が
存
在
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
開
元
二
五
年
令
に
基

づ
い
た
と
は
即
断
で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
総
括
し
て
い
る
（
ぎ
。

こ
れ
に
よ
っ
て
衣
の
二
つ
の
結
論
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
『
唐

六
典
』
と
『
開
元
種
』
に
所
載
の
制
度
は
年
代
が
複
雑
で
一
概
に
論
じ
る
こ
と

は
で
き
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
他
に
確
た
る
謹
擦
が
無
け
れ
ば
、
新
制
を
吸
牧

し
た
記
述
を
直
ち
に
「
開
元
二
十
五
年
令
」
と
断
ず
る
べ
き
で
は
な
い
こ
と
、

で
あ
る
。
賓
際
、
法
令
中
に
「
著
令
」
に
類
す
る
文
言
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

随
時
廃
棄
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
り
、
必
ず
し
も
未
来
の
律
令
格
式
に
編
入
さ
れ

た
と
は
限
ら
な
い
。

た
と
え
ば
、
開
元
七
年
以
後
、
朝
廷
は
し
ば
し
ば
詔
救
を
愛
し
て
、
一
部
の

祭
杷
に
お
け
る
牲
牢
血
祭
（
生
賛
を
供
え
る
祭
杷
）
を
や
め
、
酒
鵬
（
酒
と
干

し
内
）
を
使
用
す
る
よ
う
命
じ
て
い
る
。
以
下
、
関
係
す
る
詔
款
を
列
奉
す
る
。

川
開
元
十
一
年
（
九
月
七
日
）
、
春
秋
二
時
樗
実
、
諸
州
宜
依
奮
用
牲

牢
、
其
属
豚
用
酒
踊
而
己
。
〔
自
今
日
後
、
永
魚
常
式
。
〕
（
げ
）

間
（
開
元
十
八
年
）
入
月
丁
酉
詔
日
「
祭
主
於
敬
、
紳
歓
惟
徳
、
黍
稜

非
馨
、
頭
藻
可
薦
。
宣
尼
闘
訓
、
以
仁
愛
翁
先
、
勾
龍
業
官
、
以
生
植

魚
本
。
普
天
卒
土
、
崇
徳
報
功
、
饗
杷
惟
殿
、
封
割
滋
庚
、
非
所
以
全

悪
養
之
道
、
叶
霊
祇
之
心
。
其
春
秋
二
肥
及
樟
実
、
天
下
諸
州
府
豚
等

並
停
牲
牢
、
唯
用
酒
捕
、
務
在
修
潔
、
足
展
誠
敬
。
自
今
己
後
、
以
潟

常
式
。
」
（
児
）
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同
（
開
元
）
二
十
二
年
四
月
詔
日
「
春
秋
新
報
、
郡
勝
常
雄
、
比
不
用

牲
、
宣
云
血
祭
。
陰
杷
貴
臭
、
紳
何
以
歓
。
自
今
己
後
、
州
師
勝
祭
祉
、

特
〔
以
牲
〕
牢
、
宜
依
常
式
。
」
（
凶
）

凶
其
年
（
開
元
二
十
二
年
）
六
月
二
十
八
日
数
、
「
大
杷
・
中
把
及
諸

州
豚
祉
稜
、
依
式
合
用
牲
牢
、
徐
並
用
酒
踊
。
」
（
初
）

詔
敷
川
凶
に
擦
れ
ば
、
開
元
十
一
年
（
七
二
三
）
九
月
か
ら
諸
燃
の
棒
実
で

は
牲
牢
を
用
い
な
い
こ
と
に
な
り
、
開
元
十
八
年
八
月
に
な
る
と
、
あ
ら
ゆ
る

州
懸
の
春
秋
の
祉
の
祭
肥
と
樗
実
で
一
切
牲
牢
を
用
い
な
く
な
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
詔
救
川
凶
に
擦
れ
ば
、
開
元
二
十
二
年
（
七
三
四
）
四
月
に
州
燃
の
枇
の

祭
肥
に
お
け
る
牲
牢
の
使
用
に
つ
い
て
全
面
解
禁
の
措
置
が
と
ら
れ
、
二
箇
月

後
に
も
そ
の
こ
と
が
重
ね
て
命
じ
ら
れ
て
い
る
。

開
元
二
十
年
に
成
立
し
た
『
開
元
種
』
は
「
序
例
」
に
お
い
て
、
「
州
豚
の

枇
稜
・
樗
実
」
の
祭
杷
で
は
少
牢
を
用
い
、
少
牢
に
は
羊
一
・
猪
一
・
酒
一

斗
・
臓
一
段
・
随
四
合
が
含
ま
れ
る
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
（
幻
）
。
こ
の

外
、
『
開
元
稽
』
の
「
五
種
儀
注
」
に
よ
れ
ば
、
諸
州
の
一
位
稜
（

n）
・
樟
実
の
祭

杷
（
お
）
お
よ
び
諸
懸
の
壮
稜
（
μ
）
・
棒
突
の
祭
杷
（
お
）
に
逼
用
さ
れ
る
儀
穫
も

「
序
例
」
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
関
元
雄
』
が
上
述
の
牲
牢

停
止
の
新
制
を
全
く
吸
牧
し
て
い
な
い
こ
と
を
知
り
得
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、

筆
者
は
以
下
の
三
つ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
た
い
と
思
う
。

第
一
。
た
と
え
詔
敷
中
に
「
永
潟
常
式
」
「
以
魚
常
式
」
「
宜
依
常
式
」
な
ど

の
文
言
が
明
記
さ
れ
て
い
て
も
、
の
ち
に
新
た
な
詔
敷
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
、

「
常
法
」
つ
ま
り
律
令
格
式
と
な
る
に
至
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、

詔
教
問
削
と
、
詔
敷
山
の
州
燃
の
祉
の
祭
杷
に
関
連
す
る
部
分
と
の
関
係
が
、

そ
れ
に
該
嘗
す
る
。
た
と
え
前
救
が
後
教
に
よ
っ
て
廃
止
さ
れ
な
か
っ
た
と
し

て
も
、
そ
の
後
の
立
法
者
に
よ
り
放
棄
さ
れ
る
こ
と
さ
え
あ
る
。
前
掲
の
詔
救

四

印
刷
が
詔
救
川

ωの
州
懸
棒
実
で
牲
牢
を
用
い
な
い
こ
と
を
定
め
た
規
定
に
及

ん
で
い
な
か
っ
た
こ
と
が
、
そ
の
例
と
な
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
開
元

二
十
五
年
の
立
法
（
律
令
格
式
）
に
吸
牧
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
劉
肴
錫
集
』
巻
二

O
「
奏
記
丞
相
府
論
撃
事
」
に
は
、

開
元
中
、
玄
宗
榔
同
事
、
興
儒
臣
議
、
由
是
殺
徳
昔
、
其
罷
郡
懸
棒
実
牲

牢
、
唯
酒
鵬
以
薦
。
後
数
年
定
令
、
時
王
孫
林
甫
震
宰
相
、
不
渉
事
、
委

御
史
中
丞
王
敬
従
刊
之
。
敬
従
非
文
儒
、
途
以
明
衣
牲
牢
編
在
皐
司
令
。

・
・
今
謹
保
奏
、
某
乞
下
種
官
博
士
、
詳
議
典
制
、
罷
天
下
豚
邑
牲
牢
衣

幣
。
如
有
生
徒
、
春
秋
依
開
元
教
旨
、
用
酒
瞳
・
般
倫
・
服
繍
榛
栗
、
示

敬
其
事
、
而
州
府
許
如
故
儀
。
（
お
）

と
あ
る
。
劉
垣
間
錫
は
、
開
元
の
例
に
ま
で
遡
る
こ
と
に
よ
り
、
四
押
実
で
孔
子
を

杷
る
際
、
牲
牢
衣
幣
に
拘
泥
す
る
必
要
の
な
い
こ
と
を
論
設
し
、
豚
レ
ベ
ル
で

は
「
開
元
の
救
旨
」
に
照
ら
し
て
酒
踊
を
献
じ
る
祭
杷
の
方
式
を
推
進
す
る
よ

う
希
望
し
た
の
で
あ
る
。
「
罷
郡
勝
蒋
実
牲
牢
」
と
い
う
文
言
か
ら
、
州
・
懸

讐
方
の
樺
実
に
関
わ
り
、
ゆ
え
に
玄
宗
が
毅
布
し
た
「
徳
昔
」
す
な
わ
ち
「
関

元
の
救
旨
」
と
は
、
上
引
の
開
元
十
八
年
の
詔
救

ωだ
と
い
う
こ
と
に
な

る（

g
。
劉
肴
錫
の
見
た
と
こ
ろ
、
開
元
二
十
五
年
の
立
法
者
は
「
撃
に
渉
ら

ず
」
、
「
文
儒
に
非
ざ
る
」
者
（
そ
れ
ぞ
れ
、
李
林
甫
・
王
敬
従
を
指
す
）
で
あ

っ
た
た
め
、
「
明
衣
牲
牢
」
が
「
亭
令
」
に
編
入
さ
れ
る
に
至
っ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
寝
実
で
牲
牢
を
用
い
な
い
と
い
う
新
制
は
、
開
元
二
十

五
年
の
立
法
以
前
に
廃
止
さ
れ
て
は
い
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
（
そ
う
で
な
け
れ

ば
、
罪
を
李
林
甫
と
王
敬
従
に
着
せ
る
必
要
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
）
、
「
開
元

二
十
五
年
令
」
に
編
入
さ
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

第
二
。
前
引
の
詔
救
川
山
川
に
あ
る
「
常
式
」
と
詔
救
凶
に
見
え
る
「
依

式
」
か
ら
、
四
押
実
に
お
い
て
牲
牢
で
は
な
く
酒
踊
を
用
い
る
規
定
が
「
式
」
に
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存
し
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が
、
劉
再
錫
の
文
正
早
か
ら
「
明
衣
牲
牢
」
の
法
が

「
皐
令
」
に
あ
っ
た
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
そ
の
法
源
と
は
結
局
、

何
で
あ
っ
た
の
か
。

日
本
の
『
養
老
令
』
撃
令
、
蒋
実
保
に
は
、
「
九
大
事
・
園
事
、
毎
年
春
秋

二
仲
之
月
上
丁
、
樟
実
於
先
聖
孔
宣
父
、
其
鰻
酒
明
衣
所
須
、
並
用
官
物
」
（
き

と
あ
る
。
劉
再
錫
の
い
う
「
明
衣
牲
牢
」
と
は
、
『
養
老
令
』
の
「
僕
酒
明
衣
」

に
相
営
す
る
。
『
唐
六
典
』
巻
二
一
、
園
子
監
、
祭
酒
司
業
の
僚
に
は
「
九

春
・
秋
二
分
之
月
上
了
、
得
実
於
先
聖
孔
宣
父
」
と
あ
る
（

m）
。
こ
の
記
述

も
、
『
養
老
令
』
棒
実
僚
と
お
お
む
ね
一
致
す
る
。
劉
喬
錫
の
主
張
す
る
「
郡

勝
蒋
実
の
牲
牢
を
罷
む
」
と
は
、
太
宰
に
は
関
係
が
な
く
、
そ
こ
か
ら
推
測
す

る
と
、
彼
が
批
剣
す
る
開
元
二
十
五
年
の
「
撃
令
」
に
は
、
州
懸
の
官
撃
が
含

ま
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
黙
は
、
『
養
老
令
』
の
こ
の
候
文
が
「
太

拳
・
園
皐
」
を
封
象
と
し
た
規
定
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
裏
付
け
る
こ
と
が
で
き

よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
開
元
種
』
巻
一
、
序
例
上
、
紳
位
に
見
え
る
「
仲
春

仲
秋
上
丁
、
四
押
実
於
太
宰
」
（
初
）
な
る
文
言
は
、
「
事
令
」
の
全
文
で
は
な
い
。

『
令
集
解
』
巻
一
五
、
開
学
令
、
四
押
実
保
所
引
「
古
記
」
に
は
、
「
棒
実
儀
式
、

弁
所
須
物
等
事
、
具
有
別
式
」
（
剖
）
と
あ
る
が
、
換
言
す
れ
ば
、
『
養
老
令
』
撃

令
の
こ
の
候
文
は
概
括
的
な
規
定
で
あ
り
、
「
太
宰
・
園
撃
」
の
蒋
実
儀
雄
や

祭
肥
に
用
い
る
物
な
ど
は
、
す
ぺ
て
「
別
式
」
に
規
定
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

る
。
先
に
引
用
し
た
唐
代
史
籍
中
に
見
え
る
「
常
式
」
「
依
式
」
の
語
と
結
び

つ
け
て
推
測
す
れ
ば
、
開
元
年
間
の
立
法
も
ま
た
、
こ
れ
と
似
た
も
の
で
あ
っ

た
に
違
い
な
い
。

要
す
る
に
、
得
実
に
閲
す
る
規
定
は
、
「
令
」
に
も
存
在
し
た
し
「
式
」
に

も
載
せ
ら
れ
て
い
た
（

8
0
仁
井
田
陸
氏
の
復
原
し
た
「
事
令
」
一
丙

〔
開
二
五
〕
諸
春
秋
二
分
之
月
上
丁
、
理
押
実
於
先
聖
孔
宣
父
、
於
太
宰

（
翻
誇
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
奥
様
史
料
の
検
誼
（
辻
）

・
：
・
祭
以
太
牢
。
（
お
）

は
太
宰
に
限
定
し
た
規
定
で
あ
り
、
州
懸
の
官
皐
を
含
ん
で
い
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
令
の
全
文
で
は
な
い
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
開
元
二
十
年
九
月
に
「
所
司
に
頒
ち
て
行
用
せ

し
め
た
」
『
開
元
雄
』
は
、
同
年
四
月
に
説
明
布
さ
れ
た
「
許
士
庶
寒
食
上
墓
詔
」

を
取
り
込
ん
だ
が
、
前
引
の
詔
敷
川
凶
に
載
せ
る
－
新
制
を
採
用
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

高
明
士
氏
は
、
「
関
元
十
九
年
（
七
三
一
）
正
月
に
な
る
と
、
州
で
は
牲
牢

が
廃
止
さ
れ
た
。
：
：
：
そ
の
後
、
地
方
の
酒
捕
を
廃
止
す
る
詔
令
は
見
嘗
ら
な

い
が
、
『
開
元
種
』
が
羊
・
家
に
よ
り
祭
－
杷
を
行
う
よ
う
定
め
て
い
る
こ
と
か

ら
、
そ
の
翌
年
に
牲
牢
の
祭
杷
が
復
活
し
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い

う

a）
。
し
か
し
、
『
開
元
種
』
巻
一
、
序
例
上
、
紳
位
、
「
仲
春
・
仲
秋
上

丁
、
樟
実
於
太
宰
」
保
に
は
、
「
右
新
加
七
十
二
弟
子
之
名
、
品
陣
准
奮
躍
魚
定
」

と
注
記
さ
れ
て
お
り
、
「
州
豚
祭
枇
稜
」
僚
に
も
「
右
准
奮
種
魚
定
」
と
注
記

さ
れ
て
い
る
（
お
）
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
開
元
種
』
の
編
者
が
「
新
制
」
の
存
在

を
明
確
に
知
り
な
が
ら
、
「
准
奮
檀
魚
定
」
の
態
度
を
堅
持
し
て
い
た
こ
と
が

知
ら
れ
る
。
開
元
二
十
年
に
牲
牢
の
祭
把
が
復
活
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を

「
蓄
積
」
と
呼
ぶ
必
要
も
な
く
、
ま
た
、
復
活
の
後
、
開
元
二
十
二
年
に
二
道

の
詔
敷
間
同
を
績
け
て
殻
布
す
る
必
要
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
『
開
元
種
』

の
編
者
が
「
准
奮
稽
魚
定
」
の
態
度
を
堅
持
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
玄
宗
が

制
度
を
受
草
し
よ
う
と
思
っ
た
動
機
に
注
目
し
て
推
測
を
加
え
る
べ
き
か
も
知

れ
な
い
。

雷
聞
氏
は
、
道
教
が
血
祭
に
反
封
し
た
こ
と
に
よ
り
、
上
清
汲
の
道
士
司
馬

承
頑
が
開
元
年
間
に
園
家
の
五
巌
祭
杷
に
積
極
的
に
介
入
し
た
と
い
う
（
お
）
。

呉
麗
娯
氏
も
、
関
元
中
期
に
唐
朝
は
頻
繁
に
詔
敷
を
毅
布
し
、
山
獄
な
ど
の
祭

五
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把
に
お
い
て
酒
騎
を
牲
牢
に
出
変
更
す
る
よ
う
要
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
教
の

儀
式
を
園
家
の
櫨
制
に
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を
質
現
し
た
が
、
こ
れ
に
は
『
開
元

種
』
に
代
表
さ
れ
る
儒
教
の
儀
穫
と
矛
盾
す
る
駐
が
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
制
度
の

国
変
更
が
頻
繁
に
繰
り
返
さ
れ
、
『
開
元
種
』
に
反
映
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

の
だ
と
い
う
（
在
。
こ
れ
ら
の
指
摘
に
導
か
れ
て
、
筆
者
は
以
下
の
諸
黙
に
気

が
つ
い
た
。

（
一
）
開
元
九
年
五
月
に
護
布
さ
れ
た
名
山
大
川
を
杷
る
詔
教
に
は
、
酒
臓

を
牲
牢
に
国
変
更
す
る
要
求
が
ま
だ
現
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
開
元
十
二
年
十
一

月
に
な
る
と
、
玄
宗
は
敷
旨
を
下
し
、
「
有
司
所
経
名
山
大
川
・
自
古
帝
王

陵
・
忠
臣
烈
士
墓
、
精
意
致
祭
、
以
酒
騎
時
菓
用
代
牲
牢
」
と
要
求
し

た
（
お
）
。
前
引
の
詔
救
川
に
擦
れ
ば
、
玄
宗
が
回
脈
事
の
蒋
実
を
改
革
し
た
の
は

関
元
十
一
年
九
月
で
あ
っ
た
が
、
こ
の
史
料
か
ら
推
測
す
る
に
、
改
革
の
意
志

は
開
元
九
年
か
ら
十
一
年
の
問
に
醸
成
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
『
着
目
唐
書
』
巻

一
九
二
、
隠
逸
停
、
司
馬
承
頑
に
、
「
開
元
九
年
、
玄
宗
叉
遣
使
迎
入
京
、
親

受
法
銭
、
前
後
賞
賜
甚
厚
。
十
年
、
駕
還
西
都
、
承
頑
叉
請
還
天
台
山
、
玄
宗

賦
詩
以
遺
之
（
お
）
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
時
間
的
に
見
れ
ば
、
司
馬
承
績
が
血

祭
問
題
に
闘
し
て
玄
宗
に
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
は
高
い
。

つ
古
前
引
の
開
元
十
二
年
十
一
月
詔
の
後
、
玄
宗
は
開
元
十
四
年
六
月
に

再
び
、
「
以
久
早
、
分
命
六
卿
祭
山
川
。
詔
回
、
：
：
：
但
差
旗
藻
、
不
偲
牲

牢
、
感
縁
奨
祭
、
尤
宜
精
潔
」
な
る
詔
救
を
下
し
て
い
る
（
必
三
早
害
に
起
因

す
る
新
杷
に
牲
牢
を
用
い
な
い
や
り
方
は
、
『
開
元
種
』
に
受
け
継
が
れ
な
か

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
『
開
元
穫
』
巻
三
、
序
例
下
、
祈
祷
に
は

「
凡
京
都
孟
夏
己
後
早
、
則
一
析
出
獄
鎮
海
漬
及
諸
山
川
能
興
雲
雨
者
於
北
郊
、

：
・
：
一
駅
周
酒
捕
臨
」
と
あ
り
（
也
、
同
じ
く
巻
六
六
、
吉
種
、
時
早
新
獄
鎖
於

郊
に
載
せ
る
祝
文
に
は
「
謹
以
清
酌
・
捕
艦
、
明
薦
於
東
方
山
川
。
向
饗
」
と

一」

ノ、

あ
り
（
位
）
、
巻
六
七
、
吉
檀
時
早
就
新
議
鎖
海
演
に
載
せ
る
杭
文
に
は
「
謹
以

制
幣
・
清
酌
・
蹴
随
、
明
薦
於
紳
。
向
饗
」
と
あ
る
（
日
目
）
。
こ
の
た
め
、
血
祭

問
題
に
閲
し
て
『
開
元
雄
』
は
、
州
燃
の
穆
実
と
枇
稜
の
祭
－
杷
に
お
い
て
は

「
仇
ほ
蓄
積
に
准
る
」
が
、
山
川
の
祭
杷
に
お
い
て
は
儒
道
折
衷
の
傾
向
が
現

れ
て
い
る
。
雷
聞
氏
は
、
「
園
家
祭
杷
に
封
し
て
、
道
教
は
一
貫
し
て
改
造
を

加
え
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
天
地
・
宗
廟
の
祭
杷
は
王
朝
の
正
統
性
に
直
接
関

わ
る
も
の
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
れ
は
困
難
を
極
め
た
。
獄
漬
祭
肥
か
ら
改
造
を

始
め
た
の
は
、
多
少
な
り
と
も
そ
れ
が
容
易
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
」
と
い

う

a）
。
『
開
元
種
』
の
編
纂
か
ら
見
れ
ば
、
こ
の
貼
は
確
か
に
寅
現
し
た
と
こ

ろ
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
を
儒
家
と
道
教
と
の
勢
力
争
い
と
結
論
づ
け
る

の
で
あ
れ
ば
、
儒
家
の
聖
人
を
尊
崇
す
る
蒋
実
儀
檀
が
異
っ
先
に
改
革
の
封
象

と
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
開
元
二
十
五
年
の
立
法
に
至
っ

て
よ
う
や
く
、
州
燃
の
蒋
実
に
「
明
衣
牲
牢
」
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
改
め
ら

れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。

劉
局
錫
は
、
豚
撃
で
牲
牢
祭
杷
を
用
い
な
い
理
由
を
、
「
祭
義
目
、
祭
不
欲

数
。
語
云
、
祭
紳
如
紳
在
。
興
其
煩
於
奮
饗
、
執
若
行
其
数
道
」
と
す

る
（
佑
）
。
つ
ま
り
、
祭
杷
は
必
ず
し
も
者
修
浪
費
を
行
う
こ
と
で
は
な
く
、
孔

子
の
道
を
母
出
家
す
る
の
に
必
要
な
の
は
、
繁
文
縛
趨
の
祭
儀
で
は
な
く
夫
子
の

「
数
道
」
を
踏
み
行
う
こ
と
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
彼
は
、
開
元
の
救
旨
を
立

論
の
根
擦
と
し
て
、
玄
宗
が
酒
臓
に
よ
っ
て
祭
杷
を
行
お
う
と
し
た
こ
と
に
賛

同
し
、
玄
宗
の
制
度
改
革
の
意
闘
が
倹
約
の
提
唱
に
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す

る
。
早
く
も
先
天
二
年
（
七
二
ニ
）
八
月
に
、
玄
宗
は
「
穫
日
寧
倹
、
書
戒
無

逸
。
約
費
車
田
財
、
魚
園
之
本
。
：
：
：
自
拘
於
春
、
是
不
戒
也
。
心
労
於
偽
、
是

不
経
也
」
な
る
敷
旨
を
下
し
て
い
る
（
紛
）
。
こ
う
し
た
倹
約
提
唱
の
気
風
は
、

孔
子
が
説
く
「
雄
、
輿
其
高
官
也
、
寧
倹
。
喪
、
興
共
易
也
、
寧
戚
」
（
灯
）
と
い
う



儒
家
の
数
え
に
完
全
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
倹
約
提

唱
の
方
針
が
も
っ
と
上
位
に
あ
る
儒
家
原
則
に
抵
燭
す
る
と
、
｜
｜
牲
牢
を
用

い
な
い
祭
杷
が
血
祭
の
倖
統
に
違
反
す
る
が
如
く
ー
ー
た
ち
ま
ち
抵
抗
に
遭

い
、
前
述
の
開
元
中
期
に
見
ら
れ
た
牲
牢
祭
杷
を
め
ぐ
る
政
策
が
繰
り
返
し
現

れ
、
賓
現
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
天
賢
三
載
（
七
四
四
）
に
至
り
、
玄
宗
は
以

下
の
詔
教
を
下
し
た
、
「
祭
必
奉
牲
、
躍
有
蹄
昨
。
勝
興
施
恵
之
教
、
以
庚
紳

明
之
一
帽
。
比
来
昨
町
内
、
所
進
頗
多
、
自
蕊
以
後
、
即
｛
且
少
進
。
何
分
賜
祭
官
、

及
慮
入
街
常
参
官
厨
共
食
」
（
必
）
。
こ
の
詔
救
は
、
あ
る
い
は
玄
宗
が
知
何
と
も

し
難
か
っ
た
こ
と
を
表
し
て
い
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
祭
－
杷
に
は
犠
牲
が
必
須

な
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
に
供
さ
れ
る
昨
内
の
数
量
を
減
ら
し
て
「
庚
殺
に
資

せ
ず
（
刊
）
」
と
い
う
目
的
を
達
成
し
、
倹
約
の
提
唱
と
守
雄
と
の
あ
い
だ
で
均

衡
を
保
と
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
筆
者
は
、
開
元
年
間
の
祭
把
方
式
に
関
す
る
改
革
は
、
道
教
と

儒
家
の
あ
い
だ
で
展
開
さ
れ
た
血
祭
を
め
ぐ
る
争
い
を
背
景
と
は
す
る
が
、
玄

宗
の
倹
約
志
向
に
つ
い
て
も
考
慮
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

『
開
元
種
』
序
例
と
五
躍
儀
注
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『
開
元
種
』
は
、
序
例
三
巻
と
五
穂
儀
注
本
文
の
二
部
で
構
成
さ
れ
て
お

り
、
「
序
例
」
に
は
「
五
種
儀
注
」
を
統
轄
す
る
機
能
が
あ
る
程
度
備
わ
っ
て

い
る
の
で
（
号
、
雨
者
の
内
容
は
自
ず
と
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
上
文
で
述

べ
た
よ
う
に
、
「
序
例
」
に
は
蒋
実
と
州
豚
の
枇
稜
祭
杷
が
「
奮
穫
に
准
り
定

と
魚
す
」
と
記
さ
れ
て
い
る
の
で
、
た
と
え
奮
穫
を
改
国
愛
し
た
新
制
が
存
在
し

た
と
し
て
も
、
吉
趨
儀
注
は
依
然
と
し
て
奮
制
の
ま
ま
で
新
制
を
吸
牧
せ
ず
、

結
果
と
し
て
『
開
元
稽
』
は
稽
典
と
し
て
の
統
一
性
を
内
在
さ
せ
た
ま
ま
で
あ

っ
た
。
し
か
し
、
『
開
元
雄
』
は
結
局
、
多
数
の
人
々
の
手
に
よ
っ
て
完
成

（
翻
謬
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
擦
史
料
の
検
詮
（
辻
）

し
、
か
っ
、
編
纂
に
は
数
年
の
歳
月
を
要
し
た
た
め
、
「
序
例
」
と
「
五
種
儀

註
」
の
あ
い
だ
に
は
多
少
の
組
艇
が
生
ぜ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
こ
の

こ
と
が
、
唐
令
復
原
に
更
な
る
混
鋭
を
も
た
ら
す
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

『
天
聖
令
』
喪
葬
令
、
宋
一
八
僚
に
は
、
衣
の
よ
う
に
あ
る
。

諸
四
品
以
上
用
方
相
、
七
品
以
上
用
魁
頭
。
方
相
四
目
、
魁
頭
雨

〔
目
〕
、
並
深
清
（
青
）
衣
朱
裳
、
執
文
揚
盾
、
載
於
車
。
（
引
）

こ
の
候
文
に
封
し
て
、
唐
令
復
原
に
用
い
ら
れ
た
基
本
資
料
は
以
下
の
二
種

で
あ
る
。『

開
元
雄
』
巻
三
、
序
例
、
雑
制
・
九
四
品
以
上
用
方
相
、
七
品
以
上
用

魁
頭
。
（

g

『
唐
六
典
』
巻
一
八
、
鴻
腫
寺
、
司
儀
署
僚
の
注
・
其
方
相
四
目
、
五
品

巳
上
用
之
。
魅
頭
雨
目
、
七
品
己
上
用
之
。
並
玄
衣
・
朱
裳
、
執
文
・

循
、
載
於
車
。
（
日
）

『
開
元
種
』
が
「
並
玄
衣
：
：
・
載
於
車
」
の
文
言
を
省
略
し
て
い
る
貼
を
除

き
、
二
種
の
唐
代
史
籍
の
記
述
に
見
ら
れ
る
相
違
黙
は
、
「
四
品
以
上
用
方
相
」

で
あ
る
か
「
五
品
巳
上
用
之
」
で
あ
る
か
の
み
で
あ
る
。
仁
井
田
陸
氏
は
『
唐

六
典
』
に
従
っ
て
「
五
品
己
上
」
と
唐
令
を
復
原
し
た
（
日
）
が
、
央
麗
娯
氏
は

「
方
相
の
使
用
は
、
五
品
で
は
な
く
四
品
を
－
境
界
線
と
し
た
は
ず
で
あ
る
」
と

考
え
た
（
目
立
そ
の
根
擦
と
し
た
の
は
、
『
天
聖
令
』
宋
一
八
僚
の
候
文
の
外
、

『
惰
書
』
巻
八
、
穫
儀
志
三
に
載
せ
る
「
開
皇
稽
」
、

四
品
己
上
用
方
相
、
七
品
己
上
用
魅
頭
。
（
日
）

で
あ
る
。
陳
寅
格
は
か
つ
て
、
「
玄
宗
の
時
に
制
定
さ
れ
た
開
元
躍
は
、
貞
観

穫
と
額
慶
植
を
折
衷
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
間
接
的
な
が
ら
陪
穫
を
踏

襲
す
る
こ
と
と
な
っ
た
」
と
指
摘
し
た
（

g
。
方
相
の
使
用
に
官
品
の
制
限
が

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
『
関
元
種
』
は
『
開
皇
稽
』
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と

七
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に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
唐
六
典
』
に
「
五
品
己
上
」
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て

は
、
二
つ
の
解
蒋
の
可
能
性
｜
｜
誤
り
の
存
在
と
制
度
の
愛
遷
ー
ー
が
存
在
す

る
わ
け
で
あ
る
。

『
開
元
種
』
巻
二
二
九
、
凶
雄
、
三
口
間
以
上
喪
之
二
お
よ
び
巻
一
四
三
、
凶

雄
、
四
日
間
五
品
喪
之
二
、
陳
器
用
に
は
「
方
相
〈
黄
金
四
目
潟
方
相
〉
」
と
あ

る
が
（
号
、
同
じ
く
巻
一
四
七
、
凶
穂
、
六
品
以
下
喪
之
二
、
陳
器
用
で
は
こ

れ
を
「
魁
頭
・
：
：
〈
六
品
以
下
設
魅
頭
之
車
。
魁
頭
雨
目
〉
」
と
置
き
換
え
て

い
る
（
印
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
五
日
間
以
上
は
「
黄
金
四
目
」
の
方
相
を
用
い
、

六
日
間
以
下
は
「
雨
目
」
の
魅
頭
を
用
い
る
（
印
）
。
こ
れ
に
封
臆
し
て
、
『
開
元

種
』
凶
穫
で
は
、
五
品
以
上
の
喪
の
「
器
行
序
」
が
全
て
「
先
霊
車
、
後
次
方

相
車
」
、
「
方
相
以
下
駕
士
叡
」
で
あ
る
の
に
封
し
（
引
）
、
六
品
以
下
の
喪
の

「
器
行
序
」
で
は
「
先
霊
車
、
後
衣
魁
頭
車
」
と
な
っ
て
い
る
（
臼
）
。
こ
れ

は
、
「
序
例
」
に
見
え
る
、
四
日
間
を
方
相
使
用
の
直
切
り
と
す
る
規
定
と
は
異

な
る
が
、
『
唐
六
血
（
』
の
記
述
と
は
同
じ
で
あ
る
。

こ
の
貼
を
考
慮
す
れ
ば
、
我
々
は
『
唐
六
典
』
の
「
五
品
」
を
に
わ
か
に
誤

り
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
唐
令
復
原
の
際
に
も
、
「
四

品
」
を
匿
切
り
と
す
る
と
は
即
断
で
き
な
い
。
『
開
元
種
』
の
「
序
例
」
と
凶

雄
、
『
唐
六
血
ハ
』
が
依
擦
す
る
制
度
も
同
一
時
期
に
制
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い

の
か
も
知
れ
な
い
。
目
下
の
と
こ
ろ
、
皐
界
の
基
本
認
識
は
、
『
天
聖
令
』
は

基
本
的
に
は
「
開
元
二
十
五
年
令
」
を
藍
本
と
し
て
制
定
さ
れ
た
が
、
唐
代

中
・
後
期
の
制
度
も
混
ざ
っ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（

8
0
『
天
聖
令
』

は
「
四
品
」
を
直
切
り
と
し
て
い
る
の
で
、
「
四
口
間
以
上
用
方
相
」
は
「
開
元

二
十
五
年
令
」
の
規
定
か
も
知
れ
な
い
が
、
『
唐
六
典
』
と
『
開
元
種
』
凶
穫

の
文
言
は
「
開
元
七
年
令
」
を
参
照
し
て
撰
定
さ
れ
、
開
元
七
年
に
令
が
制
定

さ
れ
て
以
後
は
、
唐
朝
の
護
布
し
た
関
連
す
る
詔
放
は
、
ま
ず
『
開
元
雄
』
序

!¥ 

例
に
吸
牧
さ
れ
、
さ
ら
に
唐
令
へ
と
昇
格
し
た
。

『
開
元
種
』
に
お
い
て
、
同
一
の
儀
穫
に
関
す
る
規
定
で
あ
っ
て
も
「
序

例
」
と
儀
注
と
で
相
違
の
あ
る
こ
と
、
費
は
こ
の
一
例
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
た

と
え
ば
、
『
開
元
種
』
巻
三
、
序
例
下
、
雑
制
に
は
、

五
品
以
上
、
意
竿
九
尺
。
六
品
以
上
、
長
五
尺

oa）

と
あ
る
が
、
こ
れ
を
文
字
通
り
に
解
醒
拝
す
れ
ば
、
意
竿
に
つ
い
て
長
さ
五
尺
が

通
用
さ
れ
る
主
檀
は
六
品
の
み
（
「
以
」
字
は
そ
の
数
字
を
合
む
）
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
し
か
し
、
『
開
元
種
』
巻
一
四
七
、
凶
雄
、
六
品
以
下
喪
之
二
の

「
逢
引
」
・
「
奉
枢
」
僚
で
は
、
緋
を
持
つ
者
・
鐸
を
持
つ
者
・
旋
を
持
つ
者
・

婆
を
持
つ
者
に
つ
い
て
の
記
述
は
あ
る
も
の
の
、
事
臓
を
持
つ
者
に
閥
す
る
記
事

は
見
え
な
い
。
「
器
行
序
」
に
お
い
て
も
、
銘
旋
・
鐸
に
つ
い
て
は
記
述
が
あ

る
が
、
意
に
つ
い
て
の
記
事
は
無
い
（
＠
。
五
品
以
上
の
喪
に
お
け
る
「
逢

引
」
・
「
奉
枢
」
（
三
品
以
上
は
「
引
楯
」
と
い
う
）
の
箇
所
に
は
、
意
を
持
つ

者
の
役
割
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
お
り
、
「
器
行
序
」
に
お
い
て
も
叢
は
存
在

する（国山）
O

こ
の
こ
と
か
ら
、
凶
種
儀
注
に
お
い
て
、
六
品
以
下
の
喪
穫
に
憲

は
全
く
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
、
な
ぜ
「
序
例
」
に
「
六
日
間

以
上
、
長
五
尺
」
と
い
う
記
述
が
現
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

『
唐
六
典
』
巻
一
八
、
鴻
臆
寺
、
司
儀
令
の
僚
に
は
、

其
意
五
口
問
巳
上
竿
長
九
尺
、
六
品
以
下
五
尺
。

と
あ
り
、
『
天
聖
令
』
喪
葬
令
の
宋
一
九
僚
に
は
、

諸
憲
、
五
品
以
上
、
其
竿
長
九
尺
。
以
下
、
五
尺
以
上
。
（
釘
）

と
あ
る
。
前
述
の
如
く
『
天
聖
令
』
が
依
擦
し
た
藍
本
に
関
す
る
撃
界
の
通
読

に
擦
れ
ば
、
こ
の
候
文
に
依
擦
し
て
復
原
さ
れ
た
「
開
元
二
十
五
年
令
」
で
も

「
六
品
以
下
五
尺
」
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
＠
。
常
識
か
ら
言
え
ば
、
「
五
品

以
上
：
：
：
六
品
以
上
：
：
：
」
と
い
う
勾
造
り
だ
と
、
後
学
の
文
言
が
六
品
の
み
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に
－
通
用
さ
れ
る
た
め
に
、
た
だ
「
六
品
」
と
す
れ
ば
よ
く
、
「
以
上
」
の
語
を

附
す
の
は
徐
計
で
あ
る
。
封
校
法
を
用
い
る
と
、
『
開
元
種
』
序
例
に
見
え
る

「
六
口
間
以
上
」
の
文
言
は
校
刊
本
に
擦
っ
て
い
る
が
（
旬
、
文
淵
関
本
で
は
こ

れ
を
「
六
品
以
下
」
に
作
っ
て
い
る
（
想
。

「
序
例
」
・
『
唐
六
典
』
は
い
ず
れ
も
、
「
六
品
以
下
」
に
五
尺
の
癒
を
用
い

る
と
す
る
が
、
こ
れ
も
お
そ
ら
く
は
「
開
元
二
十
五
年
令
」
の
規
定
で
あ
ろ

う
。
と
す
れ
ば
、
開
元
七
年
以
降
、
唐
朝
は
お
そ
ら
く
奮
稽
（
六
品
以
下
無

叢
）
を
改
訂
し
た
新
制
を
愛
布
し
、
こ
の
制
度
が
「
序
例
」
に
吸
牧
さ
れ
た
の

で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
『
開
元
種
』
凶
櫨
儀
注
で
は
、
こ
れ
に
件
う

更
新
は
な
さ
れ
て
い
な
い
（
巴
。

喪
葬
の
規
定
は
、
枝
葉
末
節
に
関
わ
る
た
め
に
か
な
り
煩
墳
で
あ
る
け
れ
ど

も
、
日
常
生
活
に
密
接
に
関
係
す
る
た
め
、
唐
朝
は
法
律
の
安
定
性
を
犠
牲
に

す
る
こ
と
を
惜
し
ま
ず
、
一
再
な
ら
ず
調
整
を
行
っ
た
。
た
と
え
ば
、
『
唐
曾

要
』
巻
三
八
、
葬
に
は
、

（
開
一
元
）
二
十
九
年
正
月
十
五
日
数
、
「
古
之
迭
終
、
所
向
乎
倹
。
其
明

器
墓
田
等
、
令
子
奮
敷
内
逓
減
。
三
品
以
上
、
明
器
先
是
九
十
事
、
請
減

至
七
十
事
。
五
品
以
上
、
先
是
七
十
事
、
請
減
至
四
十
事
。
九
品
以
上
、

先
是
四
十
事
、
請
減
至
二
十
事
。
庶
人
先
無
文
、
請
限
十
五
事
。
完
）

と
あ
り
、
『
唐
六
典
』
巻
二
三
、
勝
作
監
、
顕
官
令
の
僚
に
は
、

凡
喪
葬
則
供
其
明
器
之
属
、
三
品
以
上
九
十
事
、
五
ロ
間
以
上
六
十
事
、
九

品
己
上
四
十
事
。
完
）

と
あ
り
、
『
開
元
種
』
巻
三
、
序
例
下
、
雑
制
に
は
、

凡
明
器
、
三
品
以
上
不
得
過
九
十
事
、
五
品
以
上
六
十
事
、
九
品
以
上
四

十
事
。
（
芭

と
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
開
元
二
十
九
年
に
下
さ
れ
た
教
に
は
「
五
品
以
上
、
先

（
翻
誇
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
擦
史
料
の
検
謹
（
辻
）

是
七
十
事
」
と
あ
っ
て
、
こ
れ
が
史
籍
の
誤
り
で
な
い
と
す
れ
ば
、
開
元
二
十

五
年
「
喪
葬
令
」
の
規
定
は
お
そ
ら
く
「
七
十
事
」
で
あ
り
、
『
唐
六
典
』
及

び
『
開
元
種
』
に
見
え
る
「
六
十
事
」
と
は
、
開
元
七
年
「
喪
葬
令
」
の
規
定

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
貼
に
つ
い
て
は
し
ば
ら
く
議
論
を
措
く
と
し

て
、
開
元
二
十
五
年
に
令
を
定
め
て
以
後
、
開
元
二
十
九
年
に
は
早
く
も
教
に

よ
っ
て
令
を
改
め
た
と
す
れ
ば
、
前
述
の
関
元
七
年
か
ら
開
元
二
十
五
年
に
至

る
聞
の
幾
化
は
、
常
識
の
範
囲
で
あ
ろ
う
。

更
に
言
え
ば
、
開
元
二
十
九
年
の
救
に
擦
れ
ば
、
唐
令
に
は
も
と
も
と
、
庶

人
の
明
器
使
用
に
関
す
る
言
及
が
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
庶
人
に

つ
い
て
は
全
く
制
限
が
加
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

「
櫨
は
庶
人
に
下
さ
ず
」
と
い
う
意
識
の
反
映
で
あ
っ
て
、
庶
人
を
明
器
使
用

の
封
象
と
は
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
救
文
が
庶
人
の
明
器
使
用
を
十
五

事
に
制
限
し
た
の
は
、
庶
人
が
口
問
官
を
模
倣
し
た
た
め
に
厚
葬
の
風
潮
が
盛
ん

に
な
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
立
法
の
意
園
は
、
庶
人
に
法
定
の
範
圏
内
で
明
器
を

使
用
さ
せ
る
こ
と
で
、
薄
葬
｜
｜
「
古
之
迭
終
、
所
向
乎
倹
」
｜
｜
の
徹
底
を

園
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
同
様
の
論
理
で
、
前
述
の
『
開
元
種
』
凶
稽
儀
注
が

「
六
ロ
間
以
下
は
憲
無
し
」
と
定
め
、
「
序
例
」
・
『
唐
六
典
』
が
「
六
品
以
下
は

憲
の
長
さ
を
五
尺
と
す
る
」
と
定
め
た
の
も
、
六
品
官
以
下
の
喪
葬
に
お
け
る

待
遇
を
向
上
さ
せ
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
法
律
を
通
し
て
制
限
を
加
え
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
方
相
を
使
用
す
る
官
品
の
下
限
を
五
口
聞

か
ら
四
品
に
引
き
上
げ
る
に
せ
よ
、
六
品
官
以
下
は
五
尺
の
震
を
使
用
す
る
こ

と
を
定
め
る
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
全
て
、
「
開
元
二
十
五
年
令
」
に
お
け
る
厚

葬
の
風
潮
抑
制
の
た
め
の
措
置
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
前
述
し
た
玄
宗
の
倹
約

提
唱
の
方
針
に
合
致
す
る
。

こ
の
外
、
喪
葬
の
規
定
は
多
岐
に
わ
た
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
階
層
に
お
い
て

九
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同
時
に
増
減
す
る
よ
う
形
勢
を
保
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
関
係
す
る
基
準

に
は
随
時
調
整
が
加
え
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
唐
曾
要
』
巻
三
八
、
葬

に
は
、
元
和
六
年
（
八
一
一
）
十
二
月
に
朝
廷
が
再
度
、
文
武
官
お
よ
び
庶
人

の
喪
葬
規
定
を
改
め
、
方
相
を
使
用
す
る
グ
ル
ー
プ
は
三
品
以
上
に
限
定
さ

れ
、
魁
頭
を
使
用
す
る
グ
ル
ー
プ
が
庶
人
に
ま
で
擦
大
さ
れ
た
。
ま
た
、
九
尺

の
震
を
使
用
す
る
グ
ル
ー
プ
は
三
日
間
以
上
に
限
ら
れ
た
が
、
六
品
以
下
が
用
い

る
隷
は
長
さ
七
尺
ま
で
認
め
ら
れ
た
。
明
器
の
敷
に
閲
す
る
規
定
に
至
っ
て

は
、
庶
人
を
除
い
て
、
『
唐
六
血
〈
』
・
『
開
元
種
』
の
水
準
に
ま
で
戻
さ
れ

た
（
君
。
曾
昌
元
年
（
八
四
二
十
一
月
に
、
御
史
蓋
が
京
城
文
武
百
僚
及
び

庶
人
の
喪
葬
に
闘
す
る
保
例
を
奏
請
し
た
際
、
喪
葬
規
定
は
ま
た
も
や
措
変
更
さ

れ
、
方
相
を
使
用
す
る
グ
ル
ー
プ
は
五
品
以
上
に
ま
で
擦
大
さ
れ
、
か
っ
、
各

グ
ル
ー
プ
の
使
用
で
き
る
明
器
の
数
量
が
関
元
・
元
和
時
に
較
べ
て
増
加
し

た（苅）。
要
す
る
に
、
法
で
定
め
ら
れ
た
喪
葬
に
つ
い
て
の
規
定
を
、
固
定
し
た
ま
ま

鐙
え
ず
に
維
持
す
る
こ
と
な
ど
無
理
で
あ
る
。
調
整
の
内
容
や
程
度
は
枇
曾
の

現
賓
が
異
な
る
の
に
随
っ
て
蝿
変
化
を
生
じ
る
。
た
と
え
厚
葬
を
抑
制
す
る
と
い

う
目
的
が
同
じ
で
あ
っ
て
も
、
採
用
さ
れ
る
基
準
は
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
、
「
詔
命
頒
下
さ
る
と
離
も
、
事
一
寛
に
行
は
れ
ず
の
）
」
と
い

う
結
果
に
終
わ
り
か
ね
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
先
に
推
測
し
た

「
五
ロ
間
以
上
が
方
相
を
用
い
る
」
と
い
う
「
開
元
七
年
令
」
の
規
定
と
、
「
四

品
以
上
が
方
相
を
用
い
る
」
と
い
う
『
開
皇
稽
』
の
規
定
に
は
遠
い
が
あ
り
、

「
開
元
二
十
五
年
令
」
が
「
開
元
七
年
令
」
を
修
訂
し
、
再
び
『
開
皇
躍
』
の

基
準
に
同
蹄
し
た
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
よ
う
な
反
復
的
な
法
令
の
修
訂
過
程

は
、
じ
つ
は
唐
代
の
立
法
の
み
の
特
例
で
は
な
い
。

。

四

結
語

『
開
元
種
』
は
、
唐
令
復
原
の
根
擦
と
な
る
最
も
重
要
な
文
献
の
一
つ
で
あ

る
が
、
唐
令
復
原
研
究
が
精
綴
な
分
析
作
業
の
段
階
に
入
っ
た
今
日
に
お
い
て

は
、
利
用
に
際
し
て
特
に
細
心
の
注
意
を
梯
う
必
要
が
あ
る
。
本
稿
は
、
若
干

の
復
原
成
果
の
検
誼
に
立
脚
し
つ
つ
、
い
く
つ
か
の
可
能
性
に
つ
い
て
推
測
を

試
み
た
。
得
ら
れ
た
結
論
は
、
お
お
む
ね
以
下
の
如
く
で
あ
る
。

第
一
。
『
開
元
種
』
所
載
の
文
言
が
他
の
文
献
と
異
な
る
場
合
、
ま
ず
入
手

可
能
な
テ
キ
ス
ト
と
の
比
較
検
討
を
行
い
、
そ
の
記
述
じ
た
い
に
誤
り
や
省
略

が
な
い
か
ど
う
か
を
確
か
め
る
必
要
が
あ
る
。
先
に
列
奉
し
た
『
唐
令
拾
遺

補
』
歯
簿
令
・
一
丙
〔
開
七
〕
と
『
天
聖
令
』
喪
葬
令
・
宋
一
九
僚
の
復
原
は

そ
の
一
例
で
あ
る
。

第
二
。
記
述
じ
た
い
の
誤
り
の
有
無
を
考
慮
す
る
と
と
も
に
、
『
開
元
種
』

に
記
さ
れ
た
制
度
が
純
粋
に
開
元
七
年
の
立
法
の
成
果
で
あ
る
と
は
限
ら
ず
、

開
元
二
十
年
以
前
に
随
時
務
布
さ
れ
た
新
制
が
混
入
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
一
意

を
排
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
随
時
務
布
さ
れ
た
新
制
に
封
し
て
、
『
開
元

雄
』
の
「
序
例
」
と
「
五
檀
儀
注
」
の
更
新
は
、
必
ず
し
も
完
全
に
同
調
し
て

は
い
な
い
。
「
序
例
」
が
そ
の
折
々
に
改
訂
さ
れ
た
の
に
、
「
五
種
儀
注
」
が
修

訂
さ
れ
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
、
前
掲
の
『
天
聖
令
』
喪
葬
令
・
宋

一
八
僚
の
復
原
に
見
ら
れ
た
通
り
で
あ
る
。

第
三
。
開
元
七
年
以
降
に
裁
布
さ
れ
、
「
永
昌
周
常
式
」
等
の
文
言
が
明
記
さ

れ
た
新
制
は
、
『
開
元
雄
』
の
「
序
例
」
で
あ
る
か
「
五
種
儀
注
」
で
あ
る
か

に
よ
ら
ず
、
い
ず
れ
も
吸
牧
さ
れ
ず
、
依
然
と
し
て
「
蓄
積
に
准
り
定
と
潟
」

っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
も
、
こ
う
し
た
新
制
は
随
時
康
止
さ
れ
、
必
ず
し

も
開
元
二
十
五
年
の
立
法
の
一
部
と
は
な
ら
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
史
籍
の

記
載
が
紋
落
し
て
い
る
た
め
、
首
時
の
立
法
に
関
わ
る
き
わ
め
て
複
雑
な
争
い



に
つ
い
て
は
知
り
ょ
う
も
無
い
。
関
元
二
十
五
年
の
、
「
明
衣
牲
牢
」
に
関
す

る
「
撃
令
」
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。

線
じ
て
言
え
ば
、
異
な
る
文
献
が
同
じ
事
柄
に
つ
い
て
異
な
る
記
述
を
し
て

い
る
場
合
、
我
々
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
可
能
性
｜
｜
文
字
の
誤
り
と
制
度
の

蟹
遷
ー
ー
に
つ
い
て
思
い
を
致
す
べ
き
で
あ
る
。
テ
キ
ス
ト
を
比
較
検
討
し
、

そ
れ
な
り
の
根
擦
に
基
づ
き
前
者
と
剣
断
さ
れ
た
場
合
に
は
、
国
早
純
に
誤
り
を

訂
正
す
れ
ば
そ
れ
で
済
む
。
文
献
中
に
わ
ず
か
な
手
が
か
り
が
残
っ
て
い
て
、

論
理
的
に
推
断
す
る
こ
と
で
後
者
だ
と
誼
明
で
き
れ
ば
、
そ
れ
ら
を
年
代
の
異

な
る
二
僚
の
唐
令
に
比
定
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
具
健
的
に

研
究
を
進
め
て
ゆ
く
と
、
多
く
の
「
受
敷
」
｜
｜
令
か
式
か
の
直
別
が
困
難
な

場
合
ゃ
、
穫
と
令
と
が
同
等
で
な
い
場
合
な
ど
ー
ー
が
存
在
す
る
た
め
、
世
界

の
ど
こ
で
で
も
普
遍
的
に
嘗
て
は
ま
る
「
法
則
」
を
見
つ
け
出
す
こ
と
は
大
獲

に
難
し
く
、
ま
た
、
そ
の
他
多
く
の
可
能
性
を
排
除
し
き
れ
る
も
の
で
も
な

い
。
ま
し
て
や
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
事
界
の
『
開
元
種
』
に
封
す
る
精
微
な
研

究
は
未
だ
十
分
と
は
言
え
ず
、
と
り
わ
け
テ
キ
ス
ト
の
源
流
を
明
ら
か
に
し
、

文
字
の
異
同
を
校
定
す
る
等
の
基
礎
的
な
文
献
整
理
も
き
ち
ん
と
行
わ
れ
て
い

な
い
紋
況
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
本
稿
で
述
べ
て
き
た
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
ス

タ
ー
ト
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
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〔附記〕
本
稿
は
、
中
華
人
民
共
和
園
教
育
部
人
文
一
祉
科
研
究
青
年
基
金
項
目
「
唐
令
的
復

原
興
研
究
」
（
項
目
番
鏡
店
三
の
∞
N
D
戸
O
）
及
び
園
家
社
科
基
金
重
鮎
項
目
「
『
大

唐
開
元
植
』
校
勘
整
理
興
研
究
」
（
項
目
番
時
抗
日
印
〉
N
印C
C
H

）
に
よ
り
得
ら
れ
た
成

果
の
一
部
で
あ
る
。
臭
麗
娯
・
黄
正
建
・
高
明
士
・
辻
正
博
ほ
か
の
先
生
方
に
は
貴

重
な
ご
意
見
を
数
多
く
頂
戴
し
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

（
翻
謬
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
擦
史
料
の
検
詮
（
辻
）

〔
葬
者
附
記
〕

本
稿
は
、
「
第
六
一
同
園
際
東
方
事
者
曾
議
」
（
ニ
O
一
六
年
五
月
二
O
目
、
於
日

本
数
育
舎
館
）
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

E
「
東
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
文
化
｜
｜
奈

良
平
安
時
代
を
中
心
に
」
に
て
行
わ
れ
た
晶
子
術
報
告
「
唐
令
復
原
所
擦
史
料
検

詮
｜
｜
以
『
大
唐
開
元
穂
』
魚
中
心
」
の
た
め
に
準
備
さ
れ
た
中
園
語
原
稿
の
邦
語

で
あ
る
。
本
誌
掲
載
に
際
し
、
著
者
に
よ
る
若
干
の
修
訂
が
な
さ
れ
た
。

注（
l
）
現
在
の
と
こ
ろ
、
中
日
雨
園
撃
界
で
影
印
出
版
さ
れ
て
い
る
の
は
、

す
べ
て
東
京
大
事
東
洋
文
化
研
究
所
大
木
文
庫
戴
光
緒
十
二
年
洪
氏
公

善
堂
校
刊
本
、
す
な
わ
ち
、
汲
古
書
院
一
九
七
二
年
版
お
よ
び
民
族
出

版
枇
二

0
0
0年
版
で
あ
る
。
以
下
、
車
に
『
大
唐
開
元
穫
』
と
い
う

場
合
は
、
民
族
出
版
枇
二

0
0
0年
版
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。
文
淵
閣

四
庫
全
書
本
（
『
景
印
文
淵
閣
四
庫
金
書
』
第
六
四
六
加
、
蓋
湾
一
商
一
務

印
書
館
、
一
九
八
六
年
）
も
し
く
は
文
津
閣
四
庫
全
書
本
（
『
文
津
閣

四
庫
金
書
』
第
一
二
五
加
、
商
一
務
印
書
館
、
二

O
O五
年
）
を
引
用
す

る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
『
大
唐
開
元
種
（
文
淵
閣
本
）
』
、
『
大
唐
開
元

種
（
文
津
閣
本
）
』
と
記
す
。

（
2
）
「
校
刊
本
」
と
「
文
淵
閣
本
」
「
文
津
閣
本
」
の
流
停
関
係
や
相
違
黙

に
つ
い
て
は
、
池
田
温
「
『
大
唐
関
元
種
』
解
説
」
（
古
典
研
究
舎
編

『
大
唐
開
元
種
』
汲
古
書
院
、
一
九
七
二
年
）
八
二
八
頁
、
及
び
高
明

士
『
戦
後
日
本
的
中
園
史
研
究
』
（
明
文
書
局
、
一
九
九
六
年
）
二
九

三
頁
、
張
文
昌
『
唐
代
典
種
的
編
纂
典
侍
承
｜
｜
以
『
大
唐
開
元
稽
』

鶏
中
心
』
（
花
木
蘭
出
版
社
、
二

O
O
八
年
）
一

O
五
頁
、
劉
安
士
山

「
関
子
『
大
唐
開
元
種
』
的
性
質
及
行
用
問
題
」
（
『
中
園
史
研
究
』
二
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0
0
五
1
一
二
）
九
七
頁
を
参
照
。

（3
）
『
開
元
雄
』
の
テ
キ
ス
ト
の
所
在
欣
況
に
つ
い
て
は
、
注
（
2
）
張

文
昌
著
書
、
一

O
三
頁
及
び
一

O
六
頁
表
ニ
・
三
を
参
照
。

（
4
）
園
家
園
書
館
（
葦
北
）
蔵
、
朱
紹
頗
『
大
唐
開
元
種
校
勘
記
』
一
五

O
巻
附
『
校
勘
撮
要
』
一
巻
（
全
八
加
。
以
下
、
『
校
勘
記
』
と
略
構
）

は
、
官
一
統
元
年
ご
九
O
九
）
に
深
水
朱
氏
の
子
弟
が
朱
紹
顕
の
手
稿

本
に
擦
り
浮
書
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
朱
紹
顧
の
弟
朱
紹
亭

に
よ
る
『
大
唐
開
元
雄
校
勘
記
政
』
は
、
本
書
の
来
源
に
つ
い
て
概
述

し
て
お
り
参
考
に
な
る
。

（5
）
『
大
唐
関
元
檀
』
二
二
頁
。

（6
）
『
唐
令
拾
遺
補
』
六
七
二
頁
。

（
7
）
李
防
等
編
『
太
卒
御
覚
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六
O
年
）
、
三
四
三
一

頁
。
欧
陽
修
等
編
『
新
唐
書
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
巻
二
三

上
、
儀
衡
志
上
、
四
九
三

1
四
九
四
頁
も
参
照
。

（
8
）
『
大
唐
開
元
種
（
文
淵
閣
本
）
』
五
一
頁
。
社
佑
撰
・
王
文
錦
等
貼
校

『
遇
典
』
（
中
華
書
局
、
一
九
八
八
年
）
巻
一

O
七
、
槽
六
七
、
開
元

種
纂
類
二
、
序
例
中
、
大
駕
歯
簿
、
二
八
七
一
頁
。
長
津
規
矩
也
・
尾

崎
康
編
『
宮
内
藤
書
陵
部
北
宋
版
遁
典
』
第
四
巻
（
汲
古
書
院
、
一
九

八
O
年
）
、
五
四
五
頁
。

（
9
）
『
大
唐
開
元
種
（
文
津
閣
本
）
』
六
O
八
頁
。

（
叩
）
李
林
甫
等
撰
、
陳
仲
夫
貼
校
『
唐
六
典
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
二

年
）
、
四
八
一
頁
。
『
嘗
唐
書
』
も
こ
れ
を
「
唐
制
」
と
す
る
。
劉
陶
等

『
奮
唐
書
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
五
年
）
巻
四
五
、
輿
服
志
、
一
九

三
二

1
一
九
三
三
頁
を
参
照
。

（
日
）
『
奮
唐
書
』
八
一
八
頁
。

（
ロ
）
江
川
式
部
「
唐
代
の
上
墓
儀
積
｜
｜
墓
祭
習
俗
の
稽
典
編
入
と
そ
の

意
義
に
つ
い
て
｜
｜
」
（
『
東
方
皐
』
一
二

O
、
ニ

O
一
O
年
。
中
園
語

誇
一
周
東
卒
・
方
海
龍
謬
「
唐
代
的
上
墓
稽
儀
｜
｜
墓
祭
習
俗
編
入
種

典
及
其
一
意
義
｜
｜
」
、
周
東
卒
・
朱
騰
主
編
『
法
律
史
葬
許
』
二

O
一

三
年
巻
、
中
園
政
法
大
事
出
版
社
、
ニ

O
一
四
年
、
一
二
四
頁
）
。

（
日
）
呉
麗
娯
「
以
法
統
雄
一
『
大
唐
開
元
雄
』
的
序
例
通
則
｜
｜
以
『
開

元
種
』
序
例
中
的
令
式
制
敷
魚
中
心
」
（
徐
世
虹
主
編
『
中
園
古
代
法

律
文
献
研
究
』
四
、
法
律
出
版
祉
、
二

O
一
O
年
）
、
一
九
五

1
二
O

一
頁
を
参
照
。

（
凶
）
中
村
裕
一
『
唐
令
の
基
礎
的
研
究
』
（
汲
古
書
院
、
二

O
一
二
年
）
、

二
八
九

1
五
八
O
頁
。
同
氏
『
大
唐
六
典
の
唐
令
研
究
｜
｜
「
開
元
七

年
令
」
設
の
検
討
』
（
汲
古
書
院
、
二

O
一
四
年
）
。

（
日
）
池
田
温
『
東
ア
ジ
ア
の
文
化
交
流
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
二

O
O
二

年
）
、
一
七
九
頁
。

（
時
）
榎
本
淳
一
「
唐
代
法
制
史
の
「
不
動
の
定
説
」
に
挑
む
」
（
中
村
裕

一
著
『
唐
令
の
基
礎
的
研
究
』
書
評
）
（
『
東
方
』
三
八
五
、
二

O
二二

年
）
、
二
五
頁
。

（
げ
）
『
奮
唐
書
』
巻
二
四
、
稽
儀
四
、
九
一
九
頁
。
『
遁
典
』
に
も
同
様
の

記
載
が
見
え
る
が
、
細
か
な
異
同
が
あ
る
。
『
唐
曾
要
』
所
載
の
文
は

こ
れ
と
異
な
る
。
「
〔
開
元
〕
十
一
年
九
月
七
日
救
、
春
秋
二
時
蒋
実
、

諸
州
府
並
停
牲
牢
、
惟
用
酒
摘
。
自
今
巳
後
、
永
昌
周
常
式
」
。
『
奮
唐

書
』
・
『
通
典
』
は
と
も
に
、
州
府
は
従
来
週
り
牲
牢
を
用
い
、
属
師
肺
は

酒
臓
を
用
い
る
よ
う
改
め
た
と
記
す
が
、
『
唐
曾
要
』
は
、
州
府
は
牲

牢
の
使
用
を
停
止
し
た
と
記
す
。
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
未
詳
だ
が
、

こ
こ
で
は
『
奮
唐
書
』
・
『
遁
典
』
の
設
に
従
っ
て
お
く
。
『
通
典
』
巻
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五
三
、
謹
二
二
、
沿
革
二
ニ
、
吉
檀
一
二
、
蒋
実
、
一
四
七
五
頁
、
お

よ
び
、
王
樽
『
唐
曾
要
』
（
中
華
書
局
、
一
九
五
五
年
）
巻
三
五
、
樟

実
、
六
四
二
頁
を
参
照
。
な
お
、
〔
〕
内
の
文
字
は
関
連
す
る
文
献

に
よ
り
遁
宜
補
っ
た
（
以
下
も
同
じ
）
。

（
時
）
王
欽
若
等
編
『
加
府
元
亀
』
（
中
華
書
局
、
一
九
六

O
年
）
巻
三

三
、
帝
王
部
、
崇
祭
肥
二
、
三
五
九
頁
。
『
唐
舎
要
』
巻
二
二
、
一
位
稜

（
四
二
四
頁
）
は
、
こ
の
詔
を
関
元
一
九
年
正
月
二

O
日
に
繋
年
し
、

か
っ
、
「
春
秋
二
紀
」
を
「
春
秋
二
時
社
」
に
作
る
。

（
印
）
『
加
府
元
亀
』
巻
三
三
、
帝
王
部
、
崇
祭
杷
二
、
一
二
六

O
頁
。
録
文

は
、
『
唐
舎
要
』
巻
二
二
、
祉
稜
、
四
二
四
頁
に
よ
っ
て
校
訂
し
た
。

ま
た
、
『
唐
曾
要
』
巻
二
二
、
一
位
稜
（
四
二
四
頁
）
は
こ
の
詔
を
「
三

月
二
十
五
日
」
に
繋
け
る
。

（
却
）
『
唐
舎
要
』
巻
二
二
、
祉
稜
、
四
二
四
頁
。

（
幻
）
『
大
唐
開
元
種
』
巻
一
、
序
例
、
組
豆
、
一
九
頁
。

（
勾
）
『
大
唐
開
元
雄
』
巻
六
八
、
吉
雄
、
諸
州
祭
祉
稜
、
三
五
二
頁
。

（
お
）
『
大
唐
関
元
種
』
巻
六
九
、
吉
種
、
諸
州
棒
実
於
孔
宣
父
、
三
五
五

頁。

（
剖
）
『
大
唐
開
元
種
』
巻
七
一
、
吉
雄
、
諸
豚
祭
枇
稜
、
三
六
二
頁
。

（
お
）
『
大
唐
関
元
檀
』
巻
七
二
、
吉
穂
、
諸
豚
蒋
実
於
孔
宣
父
、
三
六
六

頁。

（
お
）
劉
再
錫
撰
・
『
劉
百
向
錫
集
』
整
理
組
黙
校
・
下
孝
査
校
訂
『
劉
喬
錫

集
』
（
中
華
書
局
、
一
九
九
O
年
）
、
二
五
三

1
二
五
四
頁
。

（
幻
）
も
し
詔
救

ωの
原
文
が
『
唐
舎
要
』
の
記
事
の
通
り
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
こ
こ
で
指
す
と
こ
ろ
は
開
元
十
一
年
ま
で
遡
る
は
ず
で
あ
る
。

（
お
）
黒
板
勝
美
編
輯
『
令
義
解
』
（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
）
、
一
二

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
嬢
史
料
の
検
謹
（
辻
）

（
翻
誇
）

九
頁
。

（
却
）
『
唐
六
典
』
五
五
七
頁
。

（
初
）
『
大
唐
開
元
種
』
一
六
頁
。

（
訂
）
黒
板
勝
美
編
輯
『
令
集
解
』
（
吉
川
弘
文
館
、

六
頁
。

（
幻
）
霊
存
一
帽
氏
は
、
牲
牢
・
酒
臓
に
関
す
る
規
定
が
「
太
常
式
」
に
あ
っ

た
と
す
る
一
方
で
、
牲
に
つ
い
て
の
具
健
的
規
定
を
「
光
旅
式
」
と
し

て
復
原
す
る
。
筆
者
は
、
こ
れ
ら
の
保
文
が
ど
の
式
に
属
し
て
い
た
の

か
に
つ
い
て
確
定
す
る
術
を
も
た
ず
、
こ
こ
で
は
し
ば
ら
く
存
疑
と
し

た
い
。
震
存
一
帽
『
唐
式
輯
侠
』
（
祉
曾
科
事
文
献
出
版
枇
、
二

O
O
九

年
）
、
五
三
九
頁
お
よ
び
五
四
六
頁
。

（
お
）
『
唐
令
拾
遺
』
二
六
六

i
二
六
七
頁
。

（M
A
）
高
明
士
『
中
圏
中
古
的
教
育
興
事
檀
』
（
蓋
湾
大
事
出
版
中
心
、
二

0
0五
年
）
、
六
二
八
頁
。

（
お
）
『
大
唐
関
元
種
』
一
六

i
一
七
頁
。

（
お
）
雷
聞
「
五
裁
異
君
洞
輿
唐
代
園
家
祭
杷
」
（
築
新
江
主
編
『
唐
代
宗

教
信
仰
興
祉
曾
』
上
海
僻
書
出
版
枇
、
二

O
O
三
年
）
、
六
二

i
六
四

頁。

（
幻
）
臭
麗
娯
「
新
制
入
穫
一
『
大
唐
開
元
種
』
的
最
後
修
訂
」
（
『
燕
京
事

報
』
一
九
、
北
京
大
撃
出
版
社
、
二

O
O
五
年
）
、
六
一

1
六
三
頁
。

（
お
）
『
珊
府
元
亀
』
巻
三
三
、
一
帝
一
王
部
、
崇
祭
杷
二
、
三
五
九
頁
。

（
お
）
『
奮
唐
書
』
五
一
二
八
頁
。

（
ω）
『
加
府
元
亀
』
巻
一
四
四
、
帝
王
部
、
開
災
二
、

（
引
）
『
大
唐
開
元
種
』
三
二
頁
。

（
必
）
『
大
唐
開
元
種
』
三
四
八
頁
。

一
九
八
八
年
）
、
四
四

一
七
四
二
頁
。
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（
必
）
『
大
唐
開
元
種
』
三
五

O
頁。

（
仏
）
注
（
お
）
雷
聞
論
文
、
六
四
頁
。

（
必
）
『
劉
局
錫
集
』
二
五
三
頁
。

（
必
）
『
加
府
元
亀
』
巻
五
六
、
一
帝
一
王
部
、
節
倹
、
六
二
五
頁
。

（
U
）
程
樹
徳
撰
、
程
俊
英
・
蒋
見
元
貼
校
『
論
語
集
稗
』
（
中
華
書
局
、

一
九
九
O
年
）
巻
五
、
八
倫
上
、
一
四
五
頁
。

（
必
）
『
唐
舎
要
』
巻
二
三
、
牲
牢
、
四
四
七
頁
。

（
ω）
『
唐
舎
要
』
巻
二
三
、
牲
牢
、
四
四
七
頁
。

（
印
）
注
（
日
）
臭
麗
娯
論
文
、
一
八
二

1
一
八
三
頁
。

（
日
）
天
一
閣
博
物
館
・
中
園
枇
舎
科
撃
院
歴
史
研
究
所
天
聖
令
整
理
課
題

組
校
詮
『
天
一
閣
蕨
明
紗
本
天
聖
令
校
詮
附
唐
令
復
原
研
究
』
（
以

下
、
『
天
聖
令
校
設
』
と
略
稽
。
中
華
書
局
、
二

O
O
六
年
）
、
三
五
五

頁
。
以
下
、
『
天
聖
令
』
の
候
文
は
、
す
べ
て
本
書
「
校
録
本
」
か
ら

引
用
す
る
。

（
臼
）
『
大
唐
開
元
種
』
三
四
頁
。

（
臼
）
『
唐
六
典
』
五

O
八
頁
。

（
日
）
『
唐
令
拾
遺
』
八
二
三
頁
。

（
日
）
『
天
聖
令
校
讃
』
六
八
九
頁
。

（
回
）
貌
徴
等
『
陪
書
』
（
中
華
書
局
、
一
九
七
三
年
）
、
一
五
六

1
一
五
七

頁。

（
訂
）
陳
寅
悔
『
陪
唐
制
度
淵
源
略
論
稿
』
（
三
聯
書
店
、
二

O
O
一年）、

六
八
頁
。

（
回
）
『
大
唐
開
元
雄
』
六
六
四
、
六
七
八
頁
。

（
印
）
『
大
唐
開
元
種
』
七
O
八
頁
。

（
印
）
『
遁
典
』
巻
二
ニ
九
、
穫
九
九
、
開
元
種
纂
類
三
四
、
凶
稽
六
、
三

四

品
以
上
喪
中
、
三
五
三
六
頁
も
参
照
。

（
臼
）
『
大
唐
関
元
種
』
六
六
五
頁
お
よ
び
六
八
八

1
六
八
九
頁
。

（
位
）
『
大
唐
開
元
種
』
七

O
九
頁
。
『
通
典
』
巻
一
三
九
、
種
九
九
、
開
元

穫
纂
類
三
四
、
凶
櫨
六
、
三
品
以
上
喪
中
、
陳
器
用
の
注
に
も
「
先
霊

車
、
後
次
方
相
車
〈
六
品
以
下
腿
頭
車
也
〉
」
、
「
方
相
以
下
駕
士
叡

：
：
：
六
品
以
下
魁
頭
、
無
駕
士
」
と
あ
る
（
三
五
五
九
頁
）
。

（
臼
）
関
連
す
る
議
論
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
『
天
聖
令
』
興
唐
宋
法
典
研

究
」
（
徐
世
虹
主
編
『
中
園
古
代
法
律
文
献
研
究
』
五
、
枇
曾
科
挙
文

献
出
版
社
、
二

O
一
一
年
）
、
二
五
四

1
二
五
七
頁
を
参
照
。

（
悦
）
『
大
唐
開
元
種
』
三
四
頁
。

（
白
）
『
大
唐
開
元
種
』
六
七
八
頁
。

（
伺
）
『
大
唐
開
元
稽
』
六
六
四

1
六
六
五
頁
、
六
八
七

1
六
八
九
頁
。
な

お
『
遁
奥
』
巻
二
ニ
九
、
檀
九
九
、
凶
檀
六
、
三
品
以
上
喪
中
、
進
引

に
は
、
「
六
品
以
下
無
意
、
下
皆
准
此
」
と
あ
る
（
三
五
三
七
頁
）
。

（
町
）
『
天
聖
令
校
詮
』
三
五
五
頁
。

（
槌
）
仁
井
田
陸
氏
は
「
開
元
七
年
令
」
と
し
て
復
原
し
て
い
る
。
『
唐
令

拾
遺
』
八
二
三
頁
を
参
照
。
ロ
矢
麗
娯
氏
は
、
以
前
に
は
『
関
元
稽
』
の

文
言
に
従
っ
て
唐
令
を
復
原
す
べ
き
だ
と
考
え
、
「
六
品
以
上
長
五
尺
」

と
し
た
が
、
の
ち
に
こ
の
見
方
を
改
め
、
「
六
品
以
下
長
五
尺
」
に
擦

る
考
え
に
賛
同
し
て
唐
令
を
復
原
し
た
。
そ
れ
ぞ
れ
、
『
天
聖
令
校
謹
』

六
八
九
頁
、
呉
麗
娯
「
関
子
唐
「
喪
葬
令
」
復
原
的
再
検
討
」
（
『
文
史

管
』
ニ

0
0八
四
）
、
九
四
頁
。

（
ω）
文
津
閣
本
も
同
じ
。
『
大
唐
開
元
種
（
文
津
閣
本
）
』
六
二
ニ
頁
も
参

照
。
『
校
勘
記
』
は
「
婁
本
九
下
股
尺
六
二
字
」
と
記
す
。
換
言
す
れ

ば
、
婁
本
の
原
文
は
「
五
品
以
上
意
竿
九
品
以
上
長
五
尺
」
で
あ
っ
た



は
ず
で
、
こ
の
句
が
「
九
尺
」
二
字
を
脱
落
さ
せ
て
い
た
と
考
え
れ

ば
、
「
五
品
以
上
、
意
竿
〔
九
尺
〕
、
九
日
間
以
上
、
長
五
尺
」
と
断
勾
す

る
こ
と
が
で
き
、
「
六
品
以
下
、
長
五
尺
」
と
同
義
と
な
る
。

（
河
）
『
大
唐
開
元
稽
（
文
淵
閣
本
）
』
六
六
頁
。

（
九
）
嘗
然
、
別
の
可
能
性
も
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
開
元
七
年
令
」

で
も
六
品
以
下
は
議
を
使
用
す
る
と
規
定
さ
れ
て
お
り
、
「
序
例
」
の

記
述
は
こ
の
令
に
基
づ
く
が
、
凶
櫨
儀
注
で
は
改
訂
が
な
さ
れ
な
か
っ

た
。
こ
う
し
た
稽
と
令
の
不
一
致
現
象
は
、
『
開
元
種
』
に
特
有
の
も

の
で
は
な
い
。
史
容
氏
が
『
願
慶
櫨
』
を
例
に
稽
・
令
聞
の
差
異
に
つ

い
て
分
析
を
加
え
て
い
る
。
史
容
「
『
額
慶
雄
』
所
見
唐
代
稽
典
興
法

典
的
関
係
」
（
高
田
時
雄
編
『
唐
代
宗
教
文
化
興
制
度
』
京
都
大
息
子
人

文
科
事
研
究
所
、
二

O
O
七
年
）
、
二
二

1
一
二
七
頁
を
参
照
。

（
η）
『
唐
曾
要
』
六
九
三
頁
。

（
沼
）
『
唐
六
典
』
五
九
七
頁
。

（
九
）
『
大
唐
開
元
雄
』
三
四
頁
。

（
布
）
『
唐
舎
要
』
六
九
五
頁
。

（
苅
）
『
唐
舎
要
』
巻
三
八
、
葬
、
六
九
七

1
六
九
八
頁
。

（
π）
『
唐
曾
要
』
巻
三
八
、
葬
、
六
九
五
頁
。
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〔
後
記
〕本

翻

誇

論

文

掲

載

に

つ

い

て

大

津

透

日
本
文
化
セ
ミ
ナ
ー
の
歴
史
部
門
で
は
、
北
宋
天
聖
令
の
愛
見
を
う
け
て
大

津
が
中
心
と
な
り
律
令
制
比
較
研
究
を
め
ぐ
っ
て
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
重
ね
て
き

た
。
越
目
田
氏
は
、
中
園
政
法
大
皐
を
卒
業
し
、
現
在
中
園
政
法
大
撃
法
律
古
籍

研
究
所
副
教
授
の
職
に
あ
り
、
中
閣
法
制
史
を
専
攻
す
る
が
、
天
聖
令
竣
見
を

（
翻
誇
）

唐
令
復
原
に
お
け
る
典
擦
史
料
の
検
誼
（
辻
）

う
け
て
法
制
史
の
立
場
か
ら
も
っ
と
も
精
力
的
に
唐
令
の
研
究
を
進
め
て
い
る

若
手
研
究
者
と
い
え
る
。
こ
の
度
の
報
告
に
お
い
て
は
、
『
大
唐
開
元
種
』
を

と
り
あ
げ
、
唐
令
復
原
を
行
う
と
き
の
具
鐙
的
な
問
題
貼
を
考
察
し
た
。
ま
ず

版
本
の
問
題
を
指
摘
し
、
衣
に
『
開
元
躍
』
に
載
せ
ら
れ
た
制
度
の
年
代
に
つ

い
て
、
開
元
七
年
令
と
は
限
ら
ず
、
開
元
二

O
年
以
前
に
殻
布
さ
れ
た
新
制
が

混
入
し
て
い
る
こ
と
、
開
元
年
間
に
祭
杷
に
お
け
る
牲
牢
血
祭
を
や
め
る
法
令

が
出
さ
れ
た
こ
と
を
と
り
あ
げ
、
「
永
魚
常
式
」
と
明
記
さ
れ
て
い
て
も
、
『
開

元
種
』
は
そ
れ
を
吸
牧
せ
ず
「
奮
檀
」
に
よ
る
例
が
あ
る
こ
と
、
ま
た
『
開
元

種
』
の
「
序
例
」
と
本
文
で
あ
る
五
儀
雄
注
と
の
聞
に
姐
鋸
が
あ
り
改
訂
の
段

階
差
が
あ
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。

著
者
は
、
現
在
唐
稽
研
究
の
大
著
の
あ
る
呉
麗
娯
氏
と
と
も
に
『
大
唐
開
元

種
』
の
共
同
研
究
を
進
め
て
い
る
と
の
こ
と
で
、
そ
の
成
果
の
一
端
を
示
し
て

い
た
だ
い
た
。
日
本
古
代
史
で
は
卒
安
時
代
を
中
心
に
儀
雄
研
究
が
盛
ん
で
あ

り
、
稽
制
の
縫
受
の
問
題
と
あ
わ
せ
て
、
『
大
唐
開
元
種
』
の
理
解
は
日
本
史

に
と
っ
て
も
重
要
な
テ
1
7
で
あ
る
。
舎
議
の
報
告
だ
け
で
は
庚
く
知
ら
れ
ず

も
っ
た
い
な
い
の
で
、
今
同
通
課
に
あ
た
っ
た
辻
正
博
氏
に
お
願
い
し
て
翻
誇

原
稿
を
作
成
し
て
い
た
だ
き
、
本
誌
に
掲
載
す
る
こ
と
に
よ
り
、
多
く
の
讃
者

を
得
ら
れ
れ
ば
と
思
う
衣
第
で
あ
る
。

〔
著
者
紹
介
〕

越
日
間
①
中
園
政
法
大
拳
法
律
古
籍
整
理
研
究
所
副
教
授
②
唐
代
法

制
史
③
『
《
天
聖
令
》
興
唐
宋
法
制
考
論
』
（
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
O
一四）。

唐
令
復
原
所
媛
史
料
検
誼
｜
｜
以
令
式
分
排
魚
線
索
（
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研

究
所
集
刊
』
第
八
十
六
本
第
二
分
、
二
O
一
五
）
。
従
」
逗
令
罪
。
看
唐
代
律
令
関

係
（
『
政
法
論
壇
』
二
O
一
六
年
第
四
期
、
二
O
二ハ）。

五
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本
誌
の
編
輯
委
員
の
末
席
を
占
め
て

以
来
、
本
輯
で
三
同
目
の
編
輯
曾
議
で

あ
る
が
、
未
だ
に
驚
か
さ
れ
る
こ
と
、

痛
感
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の

一
つ
が
、
い
ま
さ
ら
申
す
ま
で
も
無
い

こ
と
な
が
ら
、
本
誌
の
守
備
範
圏
の
庚

さ
で
あ
る
。
地
域
別
で
は
中
園
・
日

本
・
韓
園
朝
鮮
・
イ
ン
ド
・
チ
ベ
ッ

ト
・
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
イ
ス
ラ
ム

等
々
、
分
野
別
で
は
哲
撃
・
思
想
・
歴

史
・
考
古
・
文
事
・
語
皐
等
々
。
お
そ

ら
く
本
誌
を
凌
ぐ
皐
術
誌
は
無
い
で
あ

ろ
う
。
編
輯
曾
議
に
出
席
の
度
ご
と

に
、
己
れ
の
見
解
の
狭
さ
を
痛
感
す
る

ば
か
り
で
あ
る
。
か
か
る
多
分
野
の
投

稿
論
文
を
整
理
し
、
編
輯
委
員
と
の
連

絡
の
や
り
と
り
を
踏
ま
え
て
の
査
讃
者

の
選
定
と
査
讃
の
依
頼
、
査
請
結
果
の

ま
と
め
、
そ
し
て
編
輯
委
員
舎
の
招
集

等
々
、
理
事
長
・
事
務
局
の
方
々
の
ご

苦
勢
は
想
像
以
上
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
無
く
し
て
年
二
同
の
刊
行
は
不
可

能
で
あ
る
。

そ
し
て
編
輯
舎
譜
で
の
論
文
審
査
は

極
め
て
厳
正
で
あ
る
。
査
讃
者
は
、
嘗

一
該
論
文
に
最
も
相
感
し
い
研
究
者
の
中

か
ら
選
定
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の

査
讃
者
か
ら
、
毎
同
長
文
の
詳
細
な
報

告
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
驚
か
さ
れ

る
。
こ
れ
を
承
け
て
の
編
輯
委
員
舎
で

は
、
さ
ら
に
慎
重
な
審
議
を
経
て
、
掲

載
の
可
否
を
決
定
す
る
。
本
誌
に
論
文

が
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ

め
て
員
の
研
究
者
の
仲
間
入
り
が
で
き

る
と
言
っ
て
も
決
し
て
過
言
で
は
な
い
。

さ
て
本
誌
第
百
三
十
＝
一
輯
に
は
、
哲

事
・
思
想
分
野
に
七
篇
、
歴
史
事
分
野

に
五
篇
、
文
撃
分
野
に
八
篇
の
計
二
十

篇
の
臆
募
論
文
が
有
っ
た
。
総
数
と
し

て
は
少
な
く
は
な
い
が
、
採
用
が
決
定

さ
れ
た
論
文
は
依
頼
原
稿
を
除
い
て
僅

か
に
二
篇
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
異
例
の

こ
と
で
あ
る
が
、
本
誌
の
水
準
を
維
持

す
る
た
め
に
は
、
己
む
を
得
な
い
と
い

う
結
論
に
達
し
た
の
で
あ
る
。
ち
な
み

に
可
否
に
つ
い
て
意
見
の
分
か
れ
る
論

文
は
全
く
無
く
、
許
債
の
高
い
も
の
は

い
ず
れ
の
査
讃
者
も
高
く
、
低
い
も
の

は
や
は
り
低
か
っ
た
c

不
採
用
と
な
っ

た
論
文
に
も
、
事
務
局
を
通
じ
て
査
讃

者
か
ら
の
意
見
や
問
題
貼
、
訂
正
箇
所

の
指
摘
等
が
迭
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら

を
謙
虚
・
員
塾
に
受
け
止
め
て
、
再
度

の
投
稿
を
望
み
た
い
。

今
岡
の
投
稿
論
文
で
目
に
つ
い
た
の

は
、
留
畢
生
に
代
表
さ
れ
る
中
園
語
を

母
語
と
す
る
投
稿
者
の
論
文
（
六
篇
）

で
あ
る
。
是
非
と
も
投
稿
前
に
日
本
人

の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
て
い
た
だ
き
た

い
。
否
、
留
曲
学
生
に
限
ら
ず
、
果
し
て

指
導
教
員
の
目
を
経
た
の
で
あ
ろ
う
か

東

方

畢

卒
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日

編
輯
粂

護
行
人

印
刷
人

と
疑
わ
れ
る
論
文
も
少
な
く
な
い
の
が

最
近
の
傾
向
の
よ
う
で
あ
る
。
校
務
多

忙
は
充
分
に
承
知
し
つ
つ
も
、
大
剛
学
教

員
の
方
々
に
は
次
世
代
の
研
究
者
の
養

成
に
、
き
め
の
細
か
い
ご
指
導
を
お
願

い
し
た
い
。
特
に
、
編
輯
後
記
で
し
ば

し
ば
指
摘
さ
れ
る
先
行
研
究
の
整
理
は

必
須
。
推
蔽
不
足
・
穂
裁
の
不
備
・
誤

字
脱
字
・
本
誌
執
筆
要
領
に
従
わ
な
い

も
の
等
は
、
論
外
で
あ
る
。

（
野
間

文
史
）
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